
（
特
定
の
贈
与
者
か
ら
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
相
続
時
精
算
課
税

（
特
定
の
贈
与
者
か
ら
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
相
続
時
精
算
課
税

の
特
例
の
対
象
と
な
る
住
宅
用
の
家
屋
の
要
件
等
）

の
特
例
の
対
象
と
な
る
住
宅
用
の
家
屋
の
要
件
等
）

第
四
十
条
の
五

省

略

第
四
十
条
の
五

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

法
第
七
十
条
の
三
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
工
事
は
、
次
に
掲
げ

４

同

上

る
工
事
で
相
続
税
法
の
施
行
地
で
行
わ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
工
事
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
と
す

る
。

一
～
四

省

略

一
～
四

同

上

五

家
屋
に
つ
い
て
行
う
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
高
齢
者
等

五

家
屋
に
つ
い
て
行
う
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
高
齢
者
等

（
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
等
を
い
う
。
）
が
自
立

（
法
第
四
十
一
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
等
を
い
う
。
）
が
自
立
し

し
た
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の

た
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の
修

修
繕
又
は
模
様
替
（
前
各
号
に
掲
げ
る
工
事
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

繕
又
は
模
様
替
（
前
各
号
に
掲
げ
る
工
事
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

六
～
八

省

略

六
～
八

同

上

５
～

省

略

５
～

同

上

16

16

（
個
人
の
事
業
用
資
産
に
つ
い
て
の
贈
与
税
の
納
税
猶
予
及
び
免
除
）

（
個
人
の
事
業
用
資
産
に
つ
い
て
の
贈
与
税
の
納
税
猶
予
及
び
免
除
）

第
四
十
条
の
七
の
八

法
第
七
十
条
の
六
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
用
資
産
を

第
四
十
条
の
七
の
八

同

上

有
し
て
い
た
個
人
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

法
第
七
十
条
の
六
の
八
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
用
資
産
（
以
下
こ

一

同

上

の
条
に
お
い
て
「
特
定
事
業
用
資
産
」
と
い
う
。
）
を
有
し
て
い
た
者
が
法
第
七
十

条
の
六
の
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
贈
与
（
贈
与
を
し
た
者
の
死
亡
に
よ
り

効
力
を
生
ず
る
贈
与
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
時
前
に
お
い
て

当
該
特
定
事
業
用
資
産
に
係
る
事
業
（
同
号
に
規
定
す
る
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
及
び
第
四
十
条
の
七
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
つ
て
い
た
者
で
あ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
者

イ

省

略

イ

同

上

ロ

当
該
事
業
に
つ
い
て
、
当
該
贈
与
の
日
の
属
す
る
年
分
、
そ
の
前
年
分
及
び
そ

ロ

当
該
事
業
に
つ
い
て
、
当
該
贈
与
の
日
の
属
す
る
年
、
そ
の
前
年
及
び
そ
の
前

の
前
々
年
分
の
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
七
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書

々
年
の
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
七
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
を
同
項

を
同
項
第
四
十
号
に
規
定
す
る
青
色
申
告
書
（
法
第
二
十
五
条
の
二
第
四
項
（
令

第
四
十
号
に
規
定
す
る
青
色
申
告
書
（
法
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適

和
八
年
分
以
前
の
年
分
に
あ
つ
て
は
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
所
得
税
の
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出

令
和
八
年
法
律
第

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置

し
て
い
る
こ
と
。
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法
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
）
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り

所
得
税
の
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
。

二

省

略

二

同

上

２
～

省

略

２
～

同

上

42

42

（
個
人
の
事
業
用
資
産
に
つ
い
て
の
相
続
税
の
納
税
猶
予
及
び
免
除
）

（
個
人
の
事
業
用
資
産
に
つ
い
て
の
相
続
税
の
納
税
猶
予
及
び
免
除
）

第
四
十
条
の
七
の
十

法
第
七
十
条
の
六
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
用
資
産
を

第
四
十
条
の
七
の
十

同

上

有
し
て
い
た
個
人
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

法
第
七
十
条
の
六
の
十
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
用
資
産
（
第
三
十

一

法
第
七
十
条
の
六
の
十
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
用
資
産
（
第
三
十

五
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
事
業
用
資
産
」
と
い
う
。
）

五
項
第
三
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
事
業
用
資
産
」
と
い
う
。
）

を
有
し
て
い
た
者
が
法
第
七
十
条
の
六
の
十
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
相
続
の

を
有
し
て
い
た
者
が
法
第
七
十
条
の
六
の
十
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
相
続
の

開
始
の
直
前
に
お
い
て
当
該
特
定
事
業
用
資
産
に
係
る
事
業
を
行
つ
て
い
た
者
で
あ

開
始
の
直
前
に
お
い
て
当
該
特
定
事
業
用
資
産
に
係
る
事
業
を
行
つ
て
い
た
者
で
あ

る
場
合

当
該
事
業
に
つ
い
て
、
当
該
相
続
の
開
始
の
日
の
属
す
る
年
分
、
そ
の
前

る
場
合

当
該
事
業
に
つ
い
て
、
当
該
相
続
の
開
始
の
日
の
属
す
る
年
、
そ
の
前
年

年
分
及
び
そ
の
前
々
年
分
の
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
七
号
に
規
定
す
る
確

及
び
そ
の
前
々
年
の
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
七
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告

定
申
告
書
を
同
項
第
四
十
号
に
規
定
す
る
青
色
申
告
書
（
法
第
二
十
五
条
の
二
第
四

書
を
同
項
第
四
十
号
に
規
定
す
る
青
色
申
告
書
（
法
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規

項
（
令
和
八
年
分
以
前
の
年
分
に
あ
つ
て
は
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
所
得
税
の
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に

律
（
令
和
八
年
法
律
第

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措

提
出
し
て
い
る
者

置
法
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
）
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り

所
得
税
の
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
て
い
る
者

二

省

略

二

同

上

２
～

省

略

２
～

同

上

38

38

（
個
人
の
死
亡
に
伴
い
贈
与
又
は
遺
贈
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
特
例
）

（
個
人
の
死
亡
に
伴
い
贈
与
又
は
遺
贈
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
特
例
）

第
四
十
条
の
八
の
十
一

法
第
七
十
条
の
七
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
経
済

第
四
十
条
の
八
の
十
一

同

上

的
利
益
に
つ
い
て
法
第
七
十
条
の
七
の
九
又
は
第
七
十
条
の
七
の
十
の
規
定
を
適
用
す

る
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

法
第
七
十
条
の

認
定
医
療
法
人
（
地
域
に

第
七
十
条
の
七
の
十
二
第
二
項
に

同

上

認
定
医
療
法
人
（
地
域
に

同

上

七
の
九
第
一
項

お
け
る
医
療
及
び
介
護
の

規
定
す
る
経
過
措
置
医
療
法
人
（

お
け
る
医
療
及
び
介
護
の

総
合
的
な
確
保
を
推
進
す

第
四
項
に
お
い
て
「
経
過
措
置
医

総
合
的
な
確
保
を
推
進
す

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

療
法
人
」
と
い
う
。
）

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
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備
等
に
関
す
る
法
律
（
平

備
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
六
年
法
律
第
八
十

成
二
十
六
年
法
律
第
八
十

三
号
）
附
則
第
一
条
第
二

三
号
）
附
則
第
一
条
第
二

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日
（
以
下
第
七
十
条
の

の
日
（
以
下
第
七
十
条
の

七
の
十
二
ま
で
に
お
い
て

七
の
十
二
ま
で
に
お
い
て

「
平
成
二
十
六
年
改
正
医

「
平
成
二
十
六
年
改
正
医

療
法
施
行
日
」
と
い
う
。

療
法
施
行
日
」
と
い
う
。

）
か
ら
令
和
十
一
年
十
二

）
か
ら
令
和
八
年
十
二
月

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
厚

厚
生
労
働
大
臣
認
定
を
受

生
労
働
大
臣
認
定
を
受
け

け
た
医
療
法
人
に
限
る
。

た
医
療
法
人
に
限
る
。
）

）省

略

省

略

同

上

同

上

省

略

省

略

同

上

同

上

省

略

省

略

同

上

同

上

省

略

省

略

同

上

同

上

つ
い
て
は

つ
い
て
は
、
当
該
経
過
措
置
医
療

同

上

つ
い
て
は
、
当
該
経
過
措
置
医
療

法
人
が
当
該
贈
与
税
の
申
告
書
の

法
人
が
当
該
贈
与
税
の
申
告
書
の

提
出
期
限
に
お
い
て
認
定
医
療
法

提
出
期
限
に
お
い
て
認
定
医
療
法

人
（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介

人
（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介

護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る

護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律

す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律

第
八
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
二

第
八
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
二

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（

以
下
第
七
十
条
の
七
の
十
二
ま
で

以
下
第
七
十
条
の
七
の
十
二
ま
で

に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
改
正

に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
改
正
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医
療
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か

医
療
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か

ら
令
和
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日

ら
令
和
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま

ま
で
の
間
に
厚
生
労
働
大
臣
認
定

で
の
間
に
厚
生
労
働
大
臣
認
定
を

を
受
け
た
医
療
法
人
に
限
る
。
）

受
け
た
医
療
法
人
に
限
る
。
）
で

で
あ
り
、
か
つ

あ
り
、
か
つ

省

略

省

略

同

上

同

上

法
第
七
十
条
の

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

七
の
九
第
四
項

法
第
七
十
条
の

認
定
医
療
法
人
（
平
成
二

第
七
十
条
の
七
の
十
二
第
二
項
に

同

上

認
定
医
療
法
人
（
平
成
二

同

上

七
の
十
第
一
項

十
六
年
改
正
医
療
法
施
行

規
定
す
る
経
過
措
置
医
療
法
人

十
六
年
改
正
医
療
法
施
行

日
か
ら
令
和
十
一
年
十
二

日
か
ら
令
和
八
年
十
二
月

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
厚

厚
生
労
働
大
臣
認
定
を
受

生
労
働
大
臣
認
定
を
受
け

け
た
医
療
法
人
に
限
る
。

た
医
療
法
人
に
限
る
。
）

）省

略

省

略

同

上

同

上

省

略

省

略

同

上

同

上

お
い
て
、

お
い
て
、
当
該
経
過
措
置
医
療
法

同

上

お
い
て
、
当
該
経
過
措
置
医
療
法

人
が
当
該
贈
与
者
の
死
亡
に
よ
る

人
が
当
該
贈
与
者
の
死
亡
に
よ
る

経
済
的
利
益
に
係
る
贈
与
税
の
申

経
済
的
利
益
に
係
る
贈
与
税
の
申

告
書
の
提
出
期
限
に
お
い
て
認
定

告
書
の
提
出
期
限
に
お
い
て
認
定

医
療
法
人
（
平
成
二
十
六
年
改
正

医
療
法
人
（
平
成
二
十
六
年
改
正

医
療
法
施
行
日
か
ら
令
和
十
一
年

医
療
法
施
行
日
か
ら
令
和
八
年
十

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
厚

二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
厚
生

生
労
働
大
臣
認
定
を
受
け
た
医
療

労
働
大
臣
認
定
を
受
け
た
医
療
法

法
人
に
限
る
。
）
で
あ
り
、
か
つ

人
に
限
る
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、

、
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省

略

省

略

同

上

同

上

法
第
七
十
条
の

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

七
の
十
第
四
項

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

（
登
記
の
税
率
が
軽
減
さ
れ
る
特
定
の
増
改
築
等
が
さ
れ
た
住
宅
用
家
屋
の
範
囲
等
）

（
登
記
の
税
率
が
軽
減
さ
れ
る
特
定
の
増
改
築
等
が
さ
れ
た
住
宅
用
家
屋
の
範
囲
等
）

第
四
十
二
条
の
二
の
二

省

略

第
四
十
二
条
の
二
の
二

同

上

２

法
第
七
十
四
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
工
事
は
、
次
に
掲
げ
る
工

２

同

上

事
と
す
る
。

一
～
四

省

略

一
～
四

同

上

五

家
屋
に
つ
い
て
行
う
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
法
第
四
十

五

家
屋
に
つ
い
て
行
う
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
法
第
四
十

一
条
の
十
九
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
等
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
の

一
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
等
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
の
に

に
必
要
な
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の
修
繕
又
は
模
様
替
（
前
各

必
要
な
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の
修
繕
又
は
模
様
替
（
前
各
号

号
に
掲
げ
る
工
事
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
工
事
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

六
・
七

省

略

六
・
七

同

上

３
・
４

省

略

３
・
４

同

上

（
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
に
よ
り
取
得
す
る
土
地
に
関
す
る
権
利
の
う
ち
課
税
さ
れ
る

（
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
に
よ
り
取
得
す
る
土
地
に
関
す
る
権
利
の
う
ち
課
税
さ
れ
る

も
の
の
範
囲
等
）

も
の
の
範
囲
等
）

第
四
十
二
条
の
三

法
第
七
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
マ
ン
シ
ョ
ン
再

第
四
十
二
条
の
三

法
第
七
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
マ
ン
シ
ョ
ン
建

生
事
業
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
十
四

替
事
業
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
七

号
に
規
定
す
る
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
の
規
模
及
び
構
造
が
良
好
な
居
住
環
境
の

号
に
規
定
す
る
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
の
規
模
及
び
構
造
が
良
好
な
居
住
環
境

確
保
に
資
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
に

の
確
保
に
資
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準

適
合
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
十
号
に
規
定
す
る

に
適
合
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
第
四
号
に
規
定

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
と
す
る
。

す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業

」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２

法
第
七
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
部
分
は
、
同
項
第
三

２

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
に
お
い
て
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法

号
の
土
地
に
関
す
る
権
利
の
価
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該

律
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
隣
接
施
行
敷
地
（
次
項
に
お
い
て
「
隣
接
施
行
敷
地

各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
対
応
す
る
部
分
と
す
る
。

」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
な
い
場
合
の
法
第
七
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

一

法
第
七
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
登
記
を
受
け
る
者
が
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再

政
令
で
定
め
る
部
分
は
、
同
項
に
規
定
す
る
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
又
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生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
五
十
八
条
第
一
項
の
権
利
変
換
計
画
に
お
い
て
当

は
敷
地
利
用
権
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
登
記
を
受
け
る

該
登
記
に
係
る
土
地
に
つ
い
て
旧
権
利
（
同
項
第
二
号
の
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷

者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
五
十

地
利
用
権
若
し
く
は
再
建
敷
地
の
敷
地
共
有
持
分
等
、
同
項
第
五
号
の
隣
接
施
行
敷

八
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
利
用
権
の
価
額
の
概
算

地
権
又
は
同
項
第
八
号
の
施
行
底
地
権
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者
と
し
て
定
め
ら
れ

額
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
概
算
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
同
条
第
一

た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
旧
権
利
の
種
別
（
所
有
権
又
は
同
法
第
二
条
第
一
項
第

項
第
三
号
に
掲
げ
る
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
利
用
権
の
価
額
（
次
項
に
お
い
て
「
施

三
十
六
号
に
規
定
す
る
借
地
権
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
借
地
権
」
と
い
う
。
）

行
マ
ン
シ
ョ
ン
価
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
残
額
に
対
応
す
る
部
分
と
す
る
。

の
別
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
当
該
土
地
に
関
す
る
権
利
の
種

別
と
が
同
一
で
あ
る
場
合

当
該
土
地
に
関
す
る
権
利
の
持
分
の
割
合
か
ら
当
該
旧

権
利
の
持
分
の
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
当
該
土
地
に
関
す
る
権
利
の
持
分
の
割
合

で
除
し
て
計
算
し
た
割
合
（
当
該
旧
権
利
が
そ
の
者
が
単
独
で
有
す
る
所
有
権
若
し

く
は
借
地
権
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
控
除
し
た
割
合
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
）

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

一

３

マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
に
お
い
て
隣
接
施
行
敷
地
を
取
得
す
る
場
合
の
法
第
七
十
六

条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
部
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
価
額
に
対
応
す
る
部
分
と
す
る
。

一

登
記
を
受
け
る
者
に
係
る
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
概
算
額
か
ら
隣
接
施
行
敷
地
持

分
価
額
（
隣
接
施
行
敷
地
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第

五
十
八
条
第
一
項
第
十
三
号
の
価
額
及
び
減
価
額
の
合
計
額
に
同
法
第
二
条
第
一
項

第
七
号
に
規
定
す
る
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
同
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
敷
地
利

用
権
に
係
る
登
記
を
受
け
る
者
の
持
分
を
乗
じ
て
得
た
価
額
を
い
う
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
控
除
し
た
残
額
（
同
号
に
お
い
て
「
権
利
変
換
前
価
額
」
と
い
う
。

）
が
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
価
額
以
上
と
な
る
場
合

当
該
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
概
算

額
か
ら
当
該
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
価
額
を
控
除
し
た
残
額

二

登
記
を
受
け
る
者
に
係
る
権
利
変
換
前
価
額
が
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
価
額
に
満
た
な

い
場
合

当
該
登
記
を
受
け
る
者
に
係
る
隣
接
施
行
敷
地
持
分
価
額

３

法
第
七
十
六
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
部
分
は
、
次
の
各
号

４

法
第
七
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
部
分
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
価
額
に
対
応
す
る
部
分
と
す
る
。

に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
価
額
に
対
応
す
る
部
分
と
す
る
。

一

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
十
一
条
第
一
項
第
二
号

一

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
十
一
条
第
一
項
第
二

に
規
定
す
る
除
却
敷
地
持
分
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
者

当
該
者
に
係
る
同
項

号
に
規
定
す
る
除
却
敷
地
持
分
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
者

当
該
者
に
係
る
同

第
四
号
の
除
却
敷
地
持
分
の
価
額
か
ら
同
項
第
三
号
の
分
割
実
施
敷
地
持
分
の
価
額

項
第
四
号
の
除
却
敷
地
持
分
の
価
額
か
ら
同
項
第
三
号
の
分
割
実
施
敷
地
持
分
の
価

を
控
除
し
た
残
額

額
を
控
除
し
た
残
額

二

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
十
一
条
第
一
項
第
五
号

二

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
十
一
条
第
一
項
第
五

に
規
定
す
る
非
除
却
敷
地
持
分
等
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
者

当
該
者
に
係
る

号
に
規
定
す
る
非
除
却
敷
地
持
分
等
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
者

当
該
者
に
係
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同
項
第
七
号
の
非
除
却
敷
地
持
分
等
の
価
額
か
ら
同
項
第
六
号
の
分
割
実
施
敷
地
持

る
同
項
第
七
号
の
非
除
却
敷
地
持
分
等
の
価
額
か
ら
同
項
第
六
号
の
分
割
実
施
敷
地

分
の
価
額
を
控
除
し
た
残
額

持
分
の
価
額
を
控
除
し
た
残
額

４

省

略

５

同

上

（
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
区
域
の
範
囲
等
）

第
四
十
二
条
の
七

法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、

特
に
重
点
的
に
医
師
の
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
区
域
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
財
務

大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
区
域
と
す
る
。

２

法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
建
物
は
、
そ
の
建
物
の
新

築
、
取
得
、
増
築
、
改
築
、
修
繕
又
は
模
様
替
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
政
府
の
補

助
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
補
助
」
と
い
う
。
）
を
受

け
た
建
物
又
は
当
該
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
建
物
の
う
ち

、
医
療
の
確
保
に
資
す
る
も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
告
示

す
る
。

（
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
特
定
民
間
都
市
再
生
事
業
等
の
範
囲
）

（
登
記
の
税
率
の
軽
減
を
受
け
る
特
定
民
間
都
市
再
生
事
業
等
の
範
囲
）

第
四
十
三
条
の
二

法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項

第
四
十
三
条
の
二

法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

に
規
定
す
る
認
定
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
都
市
再
生
特

掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
同
項
に
規
定
す
る
認
定
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
に
お

別
措
置
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
都
市
再
生
事
業
の
う
ち
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に

い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
都
市
再
生
事

掲
げ
る
要
件
（
当
該
都
市
再
生
事
業
が
法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る

業
（
当
該
都
市
再
生
事
業
が
法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
で
あ

も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
）
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
都
市
の
国
際
競
争
力
の
強
化
に
資
す
る
建
築
物
と
し
て
財
務
省

令
で
定
め
る
も
の
の
整
備
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
要
件
（
当
該
都
市
再
生
事
業
が
法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規

二

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

定
の
適
用
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
要
件
又
は
ロ
及
び

ハ
に
掲
げ
る
要
件
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

事
業
区
域
内
に
お
い
て
整
備
さ
れ
る
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
に

イ

事
業
区
域
内
に
お
い
て
整
備
さ
れ
る
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
公
共
施
設
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
の
面
積
の
当
該
事
業
区
域
の
面
積
の

規
定
す
る
公
共
施
設
の
用
に
供
さ
れ
る
土
地
の
面
積
の
当
該
事
業
区
域
の
面
積
の

う
ち
に
占
め
る
割
合
（
ハ
に
お
い
て
「
公
共
施
設
面
積
割
合
」
と
い
う
。
）
が
百

う
ち
に
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。

分
の
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ

省

略

ロ

同

上

ハ

公
共
施
設
面
積
割
合
が
百
分
の
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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三

都
市
の
国
際
競
争
力
の
強
化
に
資
す
る
建
築
物
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

の
整
備
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

省

略

２

同

上

（
登
記
の
免
税
を
受
け
る
土
地
の
範
囲
）

第
四
十
四
条
の
四

法
第
八
十
四
条
の
五
の
二
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
地

盤
の
液
状
化
に
よ
り
同
条
の
地
図
に
お
け
る
土
地
の
境
界
が
当
該
土
地
の
筆
界
（
同
条

に
規
定
す
る
筆
界
を
い
う
。
）
と
相
違
す
る
こ
と
と
な
つ
た
土
地
と
し
て
法
務
大
臣
及

び
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
務
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
を
指
定
し
た
と
き
は

、
こ
れ
を
告
示
す
る
。
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